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社会福祉法人 対馬市社会福祉協議会 

休日勤務に関する取扱要領 

 

（目 的） 

第１条 この要領は、社会福祉法人対馬市社会福祉協議会の職員が、就業規則第１９

条に規定する休日勤務を行った場合の取り扱いについて定めたものである。 

 

（休日勤務に関する取扱） 

第２条 職員が業務の都合により休日に勤務を行った場合は、休日勤務手当、振替休

日、代替休日の方法で処理を行うものとする。 

 

（休日勤務手当） 

第３条 職員が業務の都合により休日に勤務し、その時間がその休日の中で４時間以

下の場合は、給与規程第１２条第２項に定める休日勤務手当を支給する。 

 

（振替休日） 

第４条 職員が業務の都合により休日に勤務し、その時間がその休日の中で４時間を

超える場合は、あらかじめ振替指定した日に１日の休日を与えるものとする。 

２ 前項の規定による振替は、当該休日勤務の４週間前の日から８週間後の日までの

期間内の日とする。 

 

（代替休日） 

第５条 前条の規定に関わらず、緊急やむを得ない事由等により前条の規定による振

替指定を受けずに、休日に勤務し、その勤務時間がその休日の中で４時間を超える

場合には、原則として、当該休日勤務後１週間以内、業務上やむを得ない場合には

４週間以内に１日の代替休日を与えるものとする。 

２ 前項の規定により、休日に勤務を行った場合には、その勤務した全時間に対して

勤務１時間につき勤務１時間あたりの給与額に 100 分の 35（その勤務した時間が午

後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、100 分の 60）を乗じた金額を

支給する。 

 

（休日勤務の制限） 

第６条 第４条に規定する振替休日の付与による休日勤務命令は、その職員の勤務時

間が４週間を平均し１週間の労働時間が４０時間を超えない範囲でなければいけ
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ない。 

２ 職員には、少なくとも１週間につき１日の休日を与えなければいけない。 

 

（本要領の準用） 

第７条 本要領は、就業規則第２条第１項第１号、第２号、第３号、第４号に規定す

る事務職員、事業職員及び嘱託職員に準用する。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項について必要な場合は、関係法令、対馬市条例を

勘案し、職員を代表する者の意見を聞いた上、会長が定める。 

 

 附 則 

 

１ この要領は、平成２２年４月１日より施行する。 

２ この要領は、平成２７年１月１日より改正実施する。 

３ この要領は、平成３１年４月１日より改正実施する。 


